
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放送される番組に関する番組付加情報であって、前記番組の放送開始時間情報を含まず、
番組の放送が始まる直前にその放送に対応する番組付加情報が送られ、かつ、ある一定の
周期で繰り返される番組付加情報を受信する受信手段と、
受信した前記番組付加情報とともに、前記番組付加情報を取得した時刻を前記番組の放送
開始時間とみなして記憶する記憶手段と、
既に受信し前記記憶手段に記憶した前記番組の放送開始時間と、その後に取得した同じ番
組の放送開始時間と、の間に時間的な周期性があるか否かを検出する検出手段と、
前記検出手段により前記放送開始時間に時間的周期性があると判定された場合に、前記放
送開始時間と前記番組付加情報とに基づいて電子番組表を作成する番組表作成手段と、
を備えることを特徴とする放送受信機。
【請求項２】
前記記憶手段は、前記番組付加情報と前記番組の放送開始時間とを、番組を構成する番組
要素毎に記憶し、前記検出手段は、前記番組付加情報の番組要素毎の時間的周期性を検出
し、前記番組表作成手段は、前記番組付加情報の番組要素毎の時間的周期性に基づいて番
組要素毎の電子番組表を作成することを特徴とする請求項１に記載の放送受信機。
【請求項３】
音楽放送において楽曲の演奏が始まる直前にその演奏に対応する付加情報が送られ、かつ
、付加情報がある一定の周期で繰り返され、楽曲の演奏開始時間を含まない
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と、
受信した前記 を取得した時刻を前記楽曲の
演奏開始時間とみなして記憶する記憶手段と、
既に受信し前記記憶手段に記憶した前記楽曲の演奏開始時間と、その後に取得した同じ楽
曲の演奏開始時間と、の間に時間的な周期性があるか否かを検出する検出手段と、
前記検出手段により前記楽曲演奏開始時間に時間的周期性があると判定された場合に、前
記楽曲演奏開始時間と前記 とに基づいて電子番組表を作成する番組表
作成手段と、
を備えることを特徴とする放送受信機。
【請求項４】
前記記憶手段は、前記 と前記楽曲の放演奏開始時間とを、楽曲毎に記
憶し、前記検出手段は、前記番組付加情報の番組要素毎の時間的周期性を検出し、前記番
組表作成手段は、前記 の楽曲毎の時間的周期性に基づいて楽曲毎の電
子番組表を作成することを特徴とする請求項３に記載の放送受信機。
【請求項５】
前記電子番組表から番組を予約する予約手段と、予約された番組が次に放送開始する最短
時間を検出する最短時間検出手段と、検出された予約番組の放送開始時間に予約処理を実
行する予約実行手段と、を更に有することを特徴とする請求項１記載の放送受信機。
【請求項６】
前記電子番組表から指定の楽曲を予約する予約手段と、予約された次の日の同じ開始時間
に予約処理を実行する予約実行手段と、を更に有することを特徴とする請求項４記載の放
送受信機。
【請求項７】
前記予約実行手段は、予約時の電子番組表と予約実行直前の電子番組表とを比較し、不一
致が検出された場合に予約実行を中止することを特徴とする請求項５又は６記載の放送受
信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、放送受信機に関し、特にディジタル放送の音楽放送における楽曲単位の予約処
理を行うのに好適な放送受信機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図５は、ディジタル放送受信機の基本構成を示す図である。ディジタル放送受信機５００
のデコード手順を説明すると、アンテナ５０１より、アンテナ端子５１９を介して放送を
受信し、ディジタル放送受信機のチューナ５０２にてチューニングを行い、ＱＰＳＫ復調
器及び誤り訂正処理部（以下、ＦＥＣと略記）５０３にてトランスポート・ストリームに
変換される。
【０００３】
変換されたトランスポート・ストリームはトランスポート５０４により音声データ、映像
データ、番組情報（ＳＩ：Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ）データに分離される
。
分離された音声データは、ＭＰＥＧ音声復調部５０５によりディジタル音声データに復調
され、音声Ｄ／Ａ（ＤＡコンバータ）５０７によりアナログ音声出力としてＴＶモニター
５１７に送られ出力される。
【０００４】
同時に光音声出力５０６によりディジタル音声データが光音声に変調され、ＭＤレコーダ
５１６等の光音声記録装置に送られ、音声データが記録される。分離された映像データは
ＭＰＥＧ映像復調部５０８によりディジタル映像データとなりビデオエンコーダ５１１に
送られる。
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【０００５】
分離された番組情報（ＳＩ）データからサウンドナビ情報復調部５１０により、サウンド
ナビ情報が抽出され、メモリ５０９に格納される。
メモリ５０９に蓄えられたサウンドナビ情報をもとにガイド情報を作成し、ＯＳＤ（Ｏｎ
　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＴＶ画面表示）表示処理５１３を行い必要な画面デー
タを作成する。
【０００６】
ここで作られた画面データとＭＰＥＧ映像復調部５０８で作成された映像データがミック
スされ、ビデオエンコーダ５１１によりアナログ映像出力としてＴＶモニター５１７に送
られ出力される。
【０００７】
ここで例えば番組予約を行う場合、ユーザはリモコンまたはコントロールパネル５２０に
て予約操作を行うと、コントロールコード復調部５２１により操作の内容がデコードされ
、ＯＳＤ表示処理５１３を行うと共にガイド情報を基に予約処理を行う。
【０００８】
予約された情報はメモリ５０９に蓄えられ、予約時間になると、予約実行処理部５１２に
より、チューナ５０２とトランスポート５０４をコントロールして、指定ＣＨの選局処理
を行う。
【０００９】
予約実行時にビデオマウス出力部５１４により、ビデオデッキ５１８に録画コントロール
信号が送信され、選局された番組がビデオ録画される。また、同様にビデオマウス出力部
５１４を利用してＭＤ用のコントロール信号を送信すれば、ＭＤレコーダ５１６を予約処
理に連動して操作することもできる。
【００１０】
通常はＭＤレコーダ５１６側に光音声データの有無を検出する機能が搭載されており、光
音声出力５０６側で、予約実行中のみ予約実行処理部５１２により光音声出力を出すよう
制御することで、ＭＤレコーダ５１６を予約処理に連動させている。
【００１１】
また、ＣＰＵ５１５は各ブロックの制御を行っている。
図３は、従来の音楽放送の予約処理フローを示す図である。
まず番組を予約するための番組ガイドの表示要求がユーザにより行われる（ステップＳ３
００）。
【００１２】
番組ガイドの表示要求があると、放送により送られてくる番組のイベント情報（イベント
情報：番組放送開始時間、番組の放送時間長、番組タイトル等の情報が含まれる）をもと
に番組ガイド画面を作成、表示する（ステップＳ３０１）。
【００１３】
音楽放送番組のイベント情報は１日に１イベント（つまり１日で１番組構成になっており
、その中で約２時間周期で繰り返し音楽の放送を行っている。）であるため（注意：１９
９９年６　月現在のディジタル衛星放送ＳＫＹ　Ｐｅｒｆｅｃ　ＴＶ　の音楽ラジオＣＨ
にてこのような仕様の放送を行っているだけで、保証されているものではない。）、音楽
放送番組の予約は１日単位の予約となる。
【００１４】
上記のようにイベント単位での情報のため、番組ガイドからの時間による番組予約は、イ
ベント単位の予約となるため、音楽放送番組をイベント単位（一日単位）で予約する（ス
テップＳ３０２）。
【００１５】
予約した音楽放送番組の放送開始時間になった時点で予約処理が実行され、予約していた
番組が選局され（ステップＳ３０３）、さらに同時にビデオやＭＤレコーダを自動操作し
て、音楽放送の記録を開始する（ステップＳ３０４）。
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【００１６】
そして、予約した音楽放送番組の放送終了時間になった時点で、予約処理を終了すること
になり（ステップＳ３０５）、同時にビデオやＭＤレコーダへの記録を停止する（ステッ
プＳ３０６）。
以上で予約処理が完了する（ステップＳ３０７）。
【００１７】
このように従来ではイベント情報をもとに番組ガイドを作成していたために、イベント単
位の予約しかできず、音楽放送のように１日１イベントの番組では、まるごと１日の番組
予約を実行するしかなかった。
【００１８】
図４は、従来のサウンドナビ情報の利用例を示す図である。
サウンドナビ情報には、放送している音楽に対応する楽曲タイトル名４００、楽曲演奏者
名４０１、楽曲演奏時間（演奏トータル時間）４０２、楽曲演奏経過時間４０３が含まれ
る。
【００１９】
この情報を利用して、現在受信中の楽曲の情報を図４に示すように表示する。
現在放送中の楽曲タイトル名４００と、現在放送中の楽曲演奏者名４０１と、現在放送中
の楽曲演奏時間４０２と、現在放送中の楽曲が演奏開始してからどのくらいの時間が経過
したかを示す楽曲演奏経過時間４０３を表示することで、聴いている楽曲の情報がリアル
タイムで確認することができるようになっている。
【００２０】
現在サウンドナビ情報は２～３秒に一度くらいの間隔で送信されているが（注意：とくに
この間隔は保証されているものではない。）、このサウンドナビ情報には、楽曲の演奏開
始時間が含まれておらず、さらに楽曲の演奏が始まる直前にしか、その楽曲に対応するサ
ウンドナビ情報が送られてこないため、楽曲単位での予約情報として利用することができ
なかった。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、音楽放送において送られてくるサウンドナビ情報には、対応する楽曲の放
送開始時間情報までは含まれておらず、さらに楽曲の演奏が始まる直前にしか、その楽曲
に対応するサウンドナビ情報が送られてこないため、楽曲単位の予約情報として利用する
ことはできなかった。
【００２２】
このため、従来では送られてきたサウンドナビ情報をそのまま表示して現在放送中の楽曲
情報としたり、サウンドナビ情報をリスト情報として記録して履歴情報として表示させる
ことのみ利用されていた。
【００２３】
本発明はサウンドナビ情報と、音楽放送がある一定の周期で繰返し放送していることを利
用して、楽曲単位の放送開始時間を検出し、楽曲単位の予約処理を可能とすることを目的
とする。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
本発明の放送受信機は、放送される番組付加情報を受信する受信手段と、受信した前記番
組付加情報を記憶する記憶手段と、前記番組付加情報の時間的周期性を検出する検出手段
と、前記番組付加情報の時間的周期性に基づいて電子番組表を作成する番組表作成手段と
、を備えるものである。
【００２５】
また、本発明の放送受信機は、放送される番組付加情報を受信する受信手段と、受信した
前記番組付加情報を番組を構成する番組要素毎に記憶する手段と、前記番組付加情報の番
組要素毎の時間的周期性を検出する検出手段と、前記番組付加情報の番組要素毎の時間的
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周期性に基づいて番組要素毎の電子番組表を作成する番組表作成手段と、を備えるもので
ある。これにより、送り側の少ない情報から番組付加情報の繰り返しを利用して番組要素
毎の電子番組表を容易に作成することができる。
【００２６】
さらに、本発明の放送受信機は、

受信する受信手段と、受信した前記

記憶する記憶手段と、
検出す

る検出手段と、
電子番組表を

作成する番組表作成手段と、を備えるものである。これにより、送り側の少ない情報から
の繰り返しを利用して電子番組表を容易に作成することができる。

【００２７】
また、

【００２８】
また、前記電子番組表から番組を予約する予約手段と、予約された番組が次に放送開始す
る最短時間を検出する最短時間検出手段と、検出された予約番組の放送開始時間に予約処
理を実行する予約実行手段と、を更に有することで、送り側の少ない情報から番組付加情
報の繰り返しを利用して番組要素毎の予約を行うことができる。
【００２９】
また、前記電子番組表から指定の楽曲を予約する予約手段と、予約された次の日の同じ開
始時間に予約処理を実行する予約実行手段と、を更に有することで、例えば現在のディジ
タル放送のように音楽放送が日単位でも繰り返し放送していることを利用して、楽曲につ
いて、次の日に放送される開始時間を割り出すことができ、楽曲単位の予約を可能とし、
楽曲単位にビデオやＭＤ等の記録媒体への記録を行うことができる。
【００３０】
また、前記予約実行手段は、予約時の電子番組表と予約実行直前の電子番組表とを比較し
、不一致が検出された場合に予約実行を中止することで、繰り返し放送内容の切り換え時
期と予約実行時間が重なった場合でも不要な予約実行を回避することができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
図１は、本発明の第１実施の形態による楽曲単位の予約処理フローを示す図である。
【００３２】
楽曲単位の予約を行うためには、楽曲単位の放送開始時間をサウンドナビ情報を用いて検
出しておかなければならず、次の手順で行う。
（ここで、前提として予約を行いたい楽曲を放送している番組を楽曲単位の放送開始時間
が検出されるまで受信していなければならない。）
【００３３】
まず、放送にて送られてくるサウンドナビ情報が切り替わった時点（曲が切り替わった時
点）で、サウンドナビ情報を取得する（ステップＳ１００）。
同時にこの時点での時刻を楽曲の放送開始時間として取得しておく。
【００３４】
そして、サウンドナビリスト情報に記録されている内容と一致するものがないか検索し（
ステップＳ１０１）、記録されていなければ、リスト情報に追加記録していく（ステップ
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音楽放送において楽曲の演奏が始まる直前にその演奏に
対応する付加情報が送られ、かつ、付加情報がある一定の周期で繰り返され、楽曲の演奏
開始時間を含まない音楽放送の付加情報を 音楽放送の
付加情報と、該音楽放送の付加情報を取得した時刻を前記楽曲の演奏開始時間とみなして

既に受信し前記記憶手段に記憶した前記楽曲の演奏開始時間と、そ
の後に取得した同じ楽曲の演奏開始時間と、の間に時間的な周期性があるか否かを

前記検出手段により前記楽曲演奏開始時間に時間的周期性があると判定さ
れた場合に、前記楽曲演奏開始時間と前記音楽放送の付加情報とに基づいて

音楽放送の付加情報

前記記憶手段は、前記音楽放送の付加情報と前記楽曲の放演奏開始時間とを、楽曲
毎に記憶し、前記検出手段は、前記番組付加情報の番組要素毎の時間的周期性を検出し、
前記番組表作成手段は、前記音楽放送の付加情報の楽曲毎の時間的周期性に基づいて楽曲
毎の電子番組表を作成することを特徴とする。



Ｓ１０２）。
【００３５】
このとき記録する情報としては、Ａ：楽曲タイトル名情報、Ｂ：楽曲演奏者名情報、Ｃ：
楽曲演奏時間情報、Ｄ：楽曲演奏開始時間情報の４つで、ここで重要なのは放送で送られ
てくるサウンドナビ情報には含まれていない、楽曲演奏開始時間情報が追加されることで
ある。
【００３６】
受信を始めたばかりのころは、新規のサウンドナビ情報ばかりなので、サウンドナビリス
ト情報に追加記録し、再び次のサウンドナビ情報を待つステップＳ１０３のフローを繰り
返すことになる。そして、繰返し放送により、既に取得済みのサウンドナビ情報が送られ
きた時点で、そのときに検出した楽曲演奏開始時間をＥ：最新楽曲演奏開始時間情報とし
、既に記録してある１周期前の楽曲演奏開始時間：Ｄと、最新の楽曲演奏開始時間：Ｅと
の差分を取ることで、Ｆ：繰返し放送の周期時間情報を算出し、記録する（ステップＳ１
０４）。
【００３７】
次に、サウンドナビリスト情報に登録された楽曲で、繰返し放送に該当しない楽曲情報を
削除する（ステップＳ１０５）。
方法としては、受信したサウンドナビ情報が既に登録された楽曲と一致したことが検出さ
れた時点で、その既に登録してあったリスト番号よりも若い番号の楽曲情報は繰返し放送
に該当しないと判定し、削除すればよい。同時に、繰返し放送の先頭の楽曲をリスト番号
１となるよう１周期分のサウンドナビリスト情報をシフトし、繰り返し放送にて送られて
いる１周期分の楽曲情報のリスト情報として記録する（ステップＳ１０６）。
以上の処理にて、１周期分の楽曲の予約に必要な情報が得られたことになる。
【００３８】
次に、ユーザにより楽曲単位の番組ガイドが要求された場合（ステップＳ１０７）に、記
録してあるサウンドナビリスト情報から、各楽曲の放送開始時間を算出する（ステップＳ
１０８）。
【００３９】
方法としては、リストｎ番目の楽曲の放送開始時間は、（Ｆ：繰返し放送の周期時間）＊
ｍ＋（Ｃ１：リスト１番目の演奏時間）＋（Ｃ２：リスト２番目の演奏時間）＋…＋（Ｃ
ｎ：リストｎ番目の演奏時間）で、ｍを０、１、２…としていったときに、算出される放
送開始時間が現在時刻を超える最小時刻を楽曲単位の放送開始時間とする。
【００４０】
ここで算出された楽曲単位の放送開始時間をもとに、楽曲単位の番組ガイドを表示して、
楽曲単位の予約を行わせる（ステップＳ１０９）。
その後は通常の予約実行処理（図３の３０３～３０７）を実行し（ステップＳ１１０）、
予約処理を完了する（ステップＳ１１１）。
【００４１】
図２は、第２実施の形態による楽曲単位の予約処理フローを示す図である。本実施の形態
は、例えば現在のディジタル放送の音楽放送が日単位でも繰返し放送をしていることを利
用して第１実施の形態と同様に、楽曲単位の予約を行うためには、楽曲単位の放送開始時
間を検出しておかなければならず、次の手順で行う。
【００４２】
まず、放送にて送られてくるサウンドナビ情報が切り替わった時点で、サウンドナビ情報
を取得する（ステップＳ２００）。同時にこの時点での時刻を楽曲の放送開始時間として
取得しておく。そして、一定件数分（例えば３０件）のサウンドナビ情報をリスト情報と
して、追加記録していく。
このとき、３０件を超えれば、再びリスト情報の先頭から上書き記録していく（ステップ
Ｓ２０１）。
【００４３】
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このとき記録する情報としては、Ａ：楽曲タイトル名情報、Ｂ：楽曲演奏者名情報、Ｃ：
楽曲演奏時間情報、Ｄ：楽曲演奏開始時間情報の４つで、ここで重要なのは放送で送られ
てくるサウンドナビ情報には含まれていない、楽曲演奏開始時間情報が追加されることで
ある。
この処理を繰り返し、常に最新の一定件数分のサウンドナビリスト情報を記録しておく（
ステップＳ２０２）。
【００４４】
次に、ユーザにより楽曲単位の番組ガイドが要求された場合（ステップＳ２０３）に、記
録してあるサウンドナビリスト情報から、各楽曲の放送開始時間を算出する（ステップＳ
２０４）。
方法としては、楽曲の演奏開始時間の時分情報を抜き出し、次の日の楽曲単位の放送開始
時間とする。
【００４５】
ここで算出された楽曲単位の放送開始時間をもとに、楽曲単位の番組ガイドを表示して、
楽曲単位の予約を行わせる（ステップＳ２０５）。
その後は通常の予約実行処理（図３のステップＳ３０３～ステップＳ３０７）を実行し（
ステップＳ２０６）、予約処理を完了する（ステップＳ２０７）。
【００４６】
なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではない。
予約時の電子番組表と予約実行直前の電子番組表とを比較することにより、繰返し放送内
容の切換え時期と予約実行時間が重なった場合でも不要な予約実行を回避することができ
る。
【００４７】
【発明の効果】
本発明によれば、現在のディジタル放送のように音楽放送がある一定の時間で繰り返し放
送をしていることを利用して、番組付加情報として送り側の少ない情報からでも電子番組
表を容易に且つ詳細に作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態による楽曲単位の予約処理フローを示す図である。
【図２】第２実施の形態による楽曲単位の予約処理フローを示す図である。
【図３】従来の音楽放送の予約処理フローを示す図である。
【図４】従来のサウンドナビ情報の利用例を示す図である。
【図５】ディジタル放送受信機の基本構成を示す図である。
【符号の説明】
４００　楽曲タイトル名
４０１　楽曲演奏者名
４０２　楽曲演奏時間
４０３　楽曲演奏経過時間
５０１　アンテナ
５０２　チューナ
５０３　ＱＰＳＫ復調＆ＦＥＣ
５０４　トランスポート
５０５　ＭＰＥＧ音声復調
５０６　光音声出力
５０７　音声Ｄ／Ａ
５０８　ＭＰＥＧ映像復調
５０９　メモリ
５１０　サウンドナビ情報復調
５１２　予約実行処理
５１３　ＯＳＤ　表示処理
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５１４　ビデオマウス出力

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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